
1 信号無視 ①赤信号で交差点へ進入 10 指定場所一時不停止等
②黄色信号で突入
③矢印信号とは異なる方向へ進む
※黄色信号…停止位置をこえて進行してはならない。
※黄色信号…灯火表示された時に停止位置に隣接してる為
※黄色信号…安全に停止不可の場合を除く

⇉⇉ 違反点数〔普通車〕2点/反則金7千円

2 通行禁止違反

11 歩道通行時の通行方法違反

⇉⇉ 違反点数〔普通車〕2点/反則金7千円

3 歩行者用道路徐行違反

4 通行区分違反
道路右側部分に はみ出してはならない状況において、はみ出してはならない。車道の逆走禁止。

人・クルマ・バイク・自転車・路面電車が通行す

る事を禁止

クルマ・バイク・自転車・路面電車が通行する事

を禁止、人は通行できる

自転車が通行する事を禁止、人・クルマ・バイク

は通行できる

①｢止まれ｣の道路標識・停止線がある場所

②道路標識・停止線がなく、交通整理が行われていない交差点

③点滅赤信号

この違反は不停止を対象としているので、超低速であっても徐行は違反です

※ 停止位置は、クルマの停止場所と同じ

※ 自転車の一時停止は｢片足を地面につく｣こと

自転車は、歩道（縁石・ガードレールで区画）が設けられている道路において

は、基本的に車道を通行しなければならないが、法で定められた条件を満た

している場合に限り、歩道を通行することもできる。

①｢自転車通行可｣の道路標識がある

②運転者が13歳未満若しくは70歳以上、又は身体に障がいを有してい

る

a. 路上駐車が多く、かつ右側に避けるのが困難

b. クルマの交通量が著しく多く、かつ車道が狭い

c. 煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを

鳴らすなど、クルマを用いた暴行行為を行う者がいる

※ "やむを得ない" は客観的に認められる必要あり

(例えば、経験不足のみを理由に歩道通行は許されない)

◎ どうしても歩道を通りたい場合…

自転車から降りて、自転車を押して歩けば、歩行者として歩道を通行す

ることができる

◇ 歩道がない道路では、車道外側線は路側帯を兼ねます

◇ 歩道がある道路には、路側帯は存在しないことになるので、車道外側

線が路側帯としての意味を持たない

◇ 徐行の速度はあくまで｢直ちに停止できる速度」となり、歩行者や他の

クルマに衝突したならば、徐行していなかった事になる

道路全体が歩行者専用の為、車両通行禁止

補助標識により自転車が禁止

対象から除外されている場合

がある

その際には、

歩行者に注意して徐行


